
関剤をしていて

媛問に思ったこと，

医師または患者さんに間

かれて因ったこと，医師に媛

照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの媛問

に各分野の電車門家がお答えいたします。

先日，皮下注用の医襲昂{ベグビソマント盟

剤)が聾価収属されましたが，この注射襲を

処方せんで受付することは司能でしょうか。また，処

方せんで受付することが司能であるとしたら，注射針

や注射器の保蹟闇求はどのようにすればよいのでしょ

うか。 (匿名務望)

医師により自己投与のための十分な指導が行

われ，在宅自己注射ができると判断された忠

者であれば，処方せんにより保険業問で交付すること

ができます。ただし制剤報酬点数としては， 注射薬

とa:射器に関わる費用しか算定できません。

ベグピソマント製剤(ソマパート皮下注月]10mg. 

15mg， 20mg)は容解i皮m局aMm7j()が添付さ

れている皮下amの注射薬で， 2007:'1':3月に薬佃i恭準

へ収載されました (2007年3月16日，厚生労働省告示

第42号)。また.薬fi!lj基準収載と同時に.保険iまが投

与することができる注射薬(処方せんを交付することが

できる注射薬)としても追加されました (2007~3 月 16

日，厚生労働省告示前44号)。

ただし同製剤lの投与開始に当たっては.添付文笹;

のri史問上の討J意jの1:1'で， r医療施設において，必ず

医師によるか.医師の直接の指導，監督のもとで投与

を行い，忠、者自らが確実に投与できることを確認した

上で.自己投与を行うようにすること」とされています。

また. tl:宅自己注射を実施するに当たっては.導入前

に「医日iUによる十分な教育期間を取り，十分な指導を

行うこと」や，廃棄物の適切な処理方法などについて指
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ご筒間をお窃せくだ

さい。要項let47資にあり

ることによってのみ行います.電信や

ファクシミリによる図書室はごgfi置くださ

い.また，特殊なケースの興聞は，線用されない

こともありますのであらかじめご3'iJtください.

導を行うことが必要とされています (表1)。

したがって. 当初は医療施設で直接投与-されること

になるため.投与1m始から直ちに処方せんによる交付

が行われることはありませんが. 1:志向]iによる 自己投与-

のための指導を受け.在宅EI己注射をできることが確

認された忠者については，処方せんによる同製剤の交

付は珂'能となります。

一方，注射薬を使用するための主l:射器と注射針につ

いては.保険業局の場合.材料価格基準 (2006ijミ3月6

1:1.厚生労働省告示第96号「特定保険医掠材料及びそ

の材料側椛Jの別表1:1:1r四 別法第3調剤報酬点数去に

規定する特定保険医療材料及びその材料価格J)に記載

されている項目および金額に基づいて該当点数を算定

表1 在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項

.1.1.'，者に対する注射は.医師寺子の有資裕司5が実施することが!J;{

i別であるが. 1.E宅 I~I 己 i:UHを尖泊するに是iたっては.以下の点
に11ft!:'ずること。

(1)在宅自己注射に係る指i!;C'I~・J1l\lム 当政在宅自己注射指持管
母体干のtHとの対象であるiH・J&Sの適応となる抄二位の忠者ーに

対する診療を1:1常の診療において行っており.十分な経験

を有するほr.IUが行うこと。

(2)在宅自己il射の導入11ijには，入院又は週21u1むしくは3@
以上の外来.R診悲しくは訪問診療により.阪日!日による十

分な教育JtIJ問をJr，{り， 十分なJ旨L与を行うこと。

(3) かかりつけiぷ飼!と撲なる 1!iIr.IÜが夜宅 I~I 己il亦tl こ係る指導~~:・
J.!l!を行う場合には，緊急時の対応等について当該かかりつ

け医師とも十分な述微をl到ること。

(4)在宅自己ìl射の実施に1i'う 1ft受物のj歯切な処湾thi主~~につ
いても.併せてJ訓与を行うこと。
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します。 しかし間基準のうち， ペグピソマント製剤

のイ史別に関わる判3定保険医療材料としては注射器に該

当する唄日しかなく.注射針に該当するものはありま

せん(注射器は 「ヒトソマトメジンC製剤注射JHディス

ポーザフソレyJ必l部jに準じて算定. 表2)。

表2 ぺグビソマント製剤の保険適用上の取り扱い

1 j~~1母tii3iJlLl:.のJ&~泣い

0) -(2) く自作>

(3)ベクビソマン ト製t判明;主財層L1_三笠ニ立Zとi主M.箆ζ

ついては‘「特定保険医療材料及びその材料I11川島(l:~ 料
flUiff，必栴)J (2006{1'厚生労働省告示第96サ)~JIJ袋小川

の印16 ヒ卜ソマトメ 之と♀製剤j;主M.周7'-'1_三主二主
之~注射器J(:並区3草定rJきえこととすること e

2 1'}J.~f， j凶主11のv計1;改正

nl~~~~報酬のt):定方法の制定等!こ 1・1"う災他ょの'，W :W: ~J~rj'iにつ
いてJ(2006(，1::3 ) J(i 1:1 f恥|反発担~030(jO() I '~~ . ， の一日1; を次のよ う
に改.iEする。

日lJi:sJ~~2-~r，:ti;nlíti~3MC200の(j)及びiJIJiぷ:3 < W，~i'iljH f.f.i 
1;:1.>区分り1(6)のイIj'r及び;l:ij.J川水」をr.注射 IIJ水及びベ

グピソマント製剤j に改め.別i{:;:~ く判定 f~H~t1笈抑材'n :j::I>の
別公 1'1'r又はヒトソマトメジン C~\~方IJJ を r . ヒトソマトメ ジ 1 
ンC製剤及びベグピソマント製剤jに改め. Ii1J<判定保険Ii!.rniI 
材料 > のう~IJ表 2 '1 'の 「 ヒ ト ソ マ トメ ジンC製剤lJの下に 「ベグピ l 
ソマント製剤Jを加える。 I

(:!OOi W:J) J J(i 11 {~~I反発~;():; 160():t . ~;. . 1 '1. ' 1::ジ) 1-鋤省 {~\険 J巧 1:& l!.m!J J: i曲 全lI )
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したがって.保|検事J局においては， 13:射詰113と注射協

に関わる'f~用しか保険前;Jとする手段がありません。 そ

のため.患者への注射針の支給については，保険l笠掠

機関側で行ってもらう以外に方法はないものと思われ

ます (表3)。

表3 医科点数表における注射器または注射針に関する加
算(参考)

<1医科点数波書r~2 古$ :{E:tlti熊>

区分C151 主入器加算 300点 | 

; t ~Jlj(ニ }I?: ~ I :.労働大!日が〉じめる ì.i'.射おの自己;t射をf了。てい ' 

る入院'1'の必脅以外の.IJ.~.滑にN して. it人協を処方した場

合に. ~~l 款の，~わヒlf、 JiLに )111外する。

区分C153 主人務用注射針加算

1 ifì!l.~上の必~があって. HW割引引おおしくは Ihl ;b.: ~lqの忠
告又はこれらの忠:什{こi¥'，ずる状態にある思'/'..に対して処方

したJj]j合 200点

~ 1 以外の場合 130点、

it iJIJ に l!l~ 1 労働大f:~が〉包める iHltJHの 1:1 己itMを行ってい
ゐ入|ゆl'のiよ.'，.1行以外の.'，よ.I.'r，'(こ付して.;1 ;人日品川のì .l :!H~ 1・ を
処方した幼子?に. Z!¥ 1 M、の所定点数にlJlI~~する。

※上ile'll l1 ~:の I. ijll!tn: í江の百I子?な ど，具体的な1):定必nについて | 

{立'{jlll/'r.
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保横襲局において注射器や注射針を室給する

ためには，処方せんに医聾畠も併せてoa鵬さ

れていなければなりませんが，一緒に処方されている

巨額晶の申に這射離が富まれていなくても構わないの

でしょうか。(匿名待望)

lhi険薬局において注射・時や注射針を支給する

場合には u:射WJも併せて処方される必史:が

あると考えます。

処方せんによる注射出や注射針の投与については，

医科点数表の f処方せん午'I-J の算定に|具lわる制定i~ -l'FJJ[の

'-1.1で「注射器.むl:射針又はその刑者のみを処プJせんに

より投与することは認められなし、j と ililj lH~されています

(表4) 。 すなわち.ä射.l~~や注射針の投与に当 た って

は. líi m~iil'Iと -*行でなければ認められません。

注射器や注射・針と一紺lこ投与する|主主!~III:III('こついては，

具体的な種riなどが明記されているわけではありませ
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ん。 しカか、しし.f叩lMi{.芯立芯:と布jドf

判|陶断旬析fすると. ここで求められている意味としては 「使JIj

する杭射諜とfjj:せて投与することJと!呼称(すべきである

と考えられます。

表4 処方せんによる注射器，注射針の投与について

l長H.'.'!:級決より

~l5 (;Ii 1)t~IS 

Ft100 処方せん中:十

(J)-(6) くE品〉

(7) 1司ー-の忠'r."(こ付して. I青J -. fit;jMLI に. 一自líの~îi市11 を I~U)、H 二
必いて投訪日し.f也のYtl$剤を院外処方せんにより投2決すること
は.Jl;[Wlとして官EめられなL、
主主ι主2土器ムJ圭射哲又はその両者のみを処方せんにより

投与することは認めら色主どa

(8) - (9) <時>

(:W06 '1':， J J 611 j~H~~免措O:JO()()OIサ . JIι1 =.労働符 f~\~~ll品医療~'~U~ .i凶知1 )

調剤をしていて疑問に思ったこと.医師または患者さんに聞かれて困ったこと，

医師に疑義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの疑問に各分野の専門家がお筈えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1.質問の範囲
①実際の処方せんの疑緩解釈に関する質問
例えl;f.処方医に疑線照会すべきかどうか迷っている実
例や疑義照会の際に処方震の指示で納得できないでいる
実例で.専門家の定、見か'知りたい.という場合など。

(2:1果険調部j ・飼~J報酬などに関する質問

I11Jえl;f.どのようなケ スが調剤拒否に滋当するのか 7

や守税求もれがあった場合の対応、は?という質問など。

@鈎淘l技術などに関する質問
例えi式 A散と B末を配合してもよいか? また.c 
錠を粉砕しでよいか? という調剤技術上の質問など。

2.質問は文轡で日本薬剤師会 民間制と情報j係まで‘ご連
絡ください。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが.さらに鮮しい内容
をお開きしないと回答できないこともありますので，住

所.氏名‘~!吉番号を必ず明記ください。

4 "質問の採否ならびに回答者の~択は.編集委員会で決め

させていただきます。
5 質問ならびに回答は無料です。
6.質問が採用された方には.じほうから図書カードが贈呈

されますa

ただし.ホコーナーへの質問はあくまでも f調剤と情報j誌に掲磁を前提としておりますので.個人的・特殊な質問にはお答え
できません。 ご7承く ださいa また司回答は*~喜濁によ コてのみ行います< 'I;童話やファクシミリによる回答はご容紋ください。

〒160・8389 東京都新宿区四谷3・3-1富士・国保連ビル

送付先 日本薬剤師会 「調剤と情報J事務局

TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 


